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（提案理由） 

本件は、コンビニエンスストアなどに設置されている多機能端末機での証明

書等の交付を促進するため、当該交付手数料の改正を提案するものである。 



京田辺市条例第  号 

 

京田辺市手数料徴収条例の一部を改正する条例（案） 

 

京田辺市手数料徴収条例（昭和３２年京田辺市条例第２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

別表中 

「 

戸籍の謄本若しくは抄本又は戸

籍証明書の交付手数料 

１通につき ４５０円

」 

を 

「 
戸籍の謄本若しくは抄本又は戸

籍証明書の交付手数料 

１通につき ４５０円（多機能端末機

（地方公共団体情報シス

テム機構の使用に係る電

子計算機を経由して本市

の使用に係る電子計算機

と電気通信回線で接続さ

れた通信端末機器をいう

。以下同じ。）による交

付については、３５０円

） 

」 

に、 

「 
住民票の写しの交付手数料 １通につき ３００円 

」 

を 

「 
住民票の写しの交付手数料 １通につき ３００円（多機能端末機

による交付については、

２００円） 

」 



に、 

「 
住民票に記載した事項に関する

証明手数料 

１件につき ３００円 

」 

を 

「 
住民票に記載した事項に関する

証明手数料 

１件につき ３００円（多機能端末機

による交付については、

２００円） 

」 

に、 

「 
戸籍附票の写し １戸籍につき ３００円 

」 

を 

「 
戸籍附票の写し １戸籍につき ３００円（多機能端末機

による交付については、

２００円） 

」 

に、 

「 
印鑑登録証明書の交付手数料 １通につき ３００円 

」 

を 

「 
印鑑登録証明書の交付手数料 １通につき ３００円（多機能端末機

による交付については、

２００円） 

」 

に、 

「 



市税に関する証明書の交付手数

料（京田辺市税条例（平成８年京

田辺市条例第２２号）第９１条に

規定する証明書の交付手数料を

除く。） 

１枚につき ３００円 

」 

を 

「 
市税に関する証明書の交付手数

料（京田辺市税条例（平成８年京

田辺市条例第２２号）第９１条に

規定する証明書の交付手数料を

除く。） 

１枚につき ３００円（多機能端末機

による交付については、

２００円） 

」 

に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年１０月１日から施行する。 



京田辺市手数料徴収条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改正案 現 行 改正理由 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）  

区分 手数料の名称 手数料の額 

戸籍 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付手

数料 

１通につき ４５０円

（多機能端

末機（地方

公共団体情

報システム

機構の使用

に係る電子

計算機を経

由して本市

の使用に係

る電子計算

機と電気通

信回線で接

続された通

信端末機器

をいう。以

下同じ。）

による交付

について

は、３５０

円） 

（略） （略） （略） 

住民基

本台帳

等 

住民票の写しの交付手数料 １通につき ３００円

（多機能端

末機による

交付につい

ては、２０

０円） 

（略） （略） （略） 

区分 手数料の名称 手数料の額 

戸籍 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付手

数料 

１通につき ４５０円

（略） （略） （略） 

住民基

本台帳

等 

住民票の写しの交付手数料 １通につき ３００円

（略） （略） （略） 

 

多機能端末によ

る交付に係る手

数料の減額 



京田辺市手数料徴収条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改正案 現 行 改正理由 

住民票に記載した事項に関する証明手数料 １件につき ３００円

（多機能端

末機による

交付につい

ては、２０

０円） 

（略） （略） （略） 

戸籍附票の写し １戸籍につき ３００円

（多機能端

末機による

交付につい

ては、２０

０円） 

印鑑 印鑑登録証明書の交付手数料 １通につき ３００円

（多機能端

末機による

交付につい

ては、２０

０円） 

（略） （略） （略） 

税 市税に関する証明書の交付手数料（京田辺市税条

例（平成８年京田辺市条例第２２号）第９１条に

規定する証明書の交付手数料を除く。） 

１枚につき ３００円

（多機能端

末機による

交付につい

ては、２０

０円） 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 
 

住民票に記載した事項に関する証明手数料 １件につき ３００円

（略） （略） （略） 

戸籍附票の写し １戸籍につき ３００円

印鑑 印鑑登録証明書の交付手数料 １通につき ３００円

（略） （略） （略） 

税 市税に関する証明書の交付手数料（京田辺市税条

例（平成８年京田辺市条例第２２号）第９１条に

規定する証明書の交付手数料を除く。） 

１枚につき ３００円

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 
 

 


